
別紙２（様式1）          研究事業評価調書（平成25 年度）     平成25 年12 月10 日作成 

事業区分 経常研究（応用） 研究期間 平成２６年度～平成２８年度 評価区分 事前評価 

研究テーマ名 

（副題） 

酵素利用技術とデジタイジング技術の長崎伝統菓子への適用と新製品開発 

（菓子成型・素材開発環境の推進による菓子業界への支援・新製品開発） 

主管の機関・科（研究室）名 研究代表者名 工業技術センター・電子情報科 小笠原耕太郎 

＜県総合計画等での位置づけ＞  

長崎県総合計画 

２．産業が輝く長崎県 

政策５． 次代を担う産業と働く場を生み育てる 

（１）地場企業の育成・支援 

 政策６. 地域の魅力を磨き上げ人を呼び集める 

（1）魅力ある観光地づくりの推進 

科学技術振興ビジョン 

第２章. 時代の潮流、長崎県の現状及び科学技術で取り組む課題 

２. 長崎県の現状と科学技術で取り組む課題 

（3）-③ 工業分野、 付加価値の高い魅力ある食品・加工品の創出 

第４章. 推進する仕組み  

 ２. 地場産業の高度化と成長分野への進出支援 

  （１）ものづくり試作加工支援センターによる支援 

各部局ビジョン（産業振興ビジョン
等） 

（基本方針１）本県の強みを活かした地場企業の育成 

重点プロジェクト１. 地域資源活用型産業振興プロジェクト 

 ２．豊富な農林水産資源などを活かした製造業の振興 

１ 研究の概要(100 文字) 

生菓子業界の伝統的な製造方法に、酵素利用技術とデジタル製造技術を導入し、新たな素材と菓子型の開

発、商品評価が行える環境を構築することにより、新規商品開発を推進し菓子業界の活性化を図る。 

研究項目 

①酵素利用技術を用いた新しい菓子素材の開発 

②三次元プリンタ／スキャナのデジタル製造技術を用いた新しい菓子型の開発 

③味・食感の評価技術 ④新素材および新しい菓子型を用いた試作開発 

２ 研究の必要性 

１） 社会的・経済的背景及びニーズ 

長崎の地は、江戸時代、シュガーロードの出発地であり、砂糖を利用したお菓子が作られ、現在も、長崎の

主要なお土産品となっている。生菓子の製造業者（長崎県菓子工業組合 組合員数２６８者）は、県内全域で製

造販売を行っている。生菓子の売り上げは平成 22 年で 164 億円であるが減少傾向にあり、新しい消費者ニー

ズに対応した新しい商品開発が望まれている。新商品の開発は、生菓子職人と菓子木型職人のコラボレーショ

ンにより実現するが、木型職人は高齢化と廃業、特定地域への集約化が進んでおり、新商品に展開する型製

作が困難な状況となっている。また、歴史的背景を持つ生菓子店は多数の歴史的木型を保有するが、長年の

使用や経年変化による摩耗やひび割れが進み早急な対応が必要となっている。しかし、このような状況では修

復は困難で、またそれらを再利用した新しい商品開発も行えていない。一方、本県の地域資源 (ビワ、柑橘な

どの果実、人参、大豆などの野菜など)を用いた菓子製品の開発に対するニーズは絶えず高い。 しかしなが

ら、これら県産農産物を加工した素材 （ペースト、粉末など）が開発されていないため、県産の地域資源を利

用した菓子の開発が進んでいない。  

２） 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性 

本研究内容は国、他県、市町、民間で未だ検討されていない。 

３ 効率性（研究項目と内容・方法） 

研究 

項目 
研究内容・方法 活動指標  

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ 
28 

  単位 

①  
酵素利用技術を用いた新しい菓子素材
の開発（味、香、食感、色） 

ペースト 

製造条件 

目標 1 2 1   
件 

実績      

②  

三次元プリンタ／スキャナのデジタル製
造技術を用いた新しい菓子型の開発（精
細、新規、既存再利用、破損修復） 

型化技術構

築 

目標 1 2 1   
件 

実績      



③  
味・食感の評価技術（味覚、食感、色、

香、音） 

味測定 

食感測定 

目標 2 6 2   
件 

実績      

④  
新素材および新しい菓子型を用いた試作
開発 

試作品 
目標  2 4   

件 

      
１） 参加研究機関等の役割分担 

工業技術センター： 酵素利用技術を用いた新しい菓子素材の開発環境、味・食感の評価技術環境、三次元プ

リンタ／スキャナを用いた新しい菓子型の開発環境、試作開発 

県立大学シーボルト校看護栄養学部：味・食感の評価に関する助言 

県内企業4 者：開発する型、ペーストを用いた試作、評価 

２） 予算 

研究予算 
（千円） 

計 
（千円） 

人件費 
（千円） 研究費

（千円） 
財源 

国庫 県債 その他 一財

全体予算  35,266 26,166  9,100    9,100 
26 年度  12,322  8,722 3,600    3,600 
27 年度  12,222  8,722 3,500    3,500 
28 年度  10,722  8,722 2,000    2,000 

※ 過去の年度は実績、当該年度は現計予算、次年度以降は案 
※ 人件費は職員人件費の見積額 

（研究開発の途中で見直した事項） 

 

４ 有効性 

研究 

項目 
成果指標 目標 実績 

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

  得られる成果の補足説明等 

①  
県産地域資源を用
いた製品試作用ペ
ースト 

4  1 2 1   
野菜、果物を原料として、酵素利用法により
得られた製品試作用のペースト 

②  製品試作用菓子型 6   2 4   製品試作用の菓子型 

１） 従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性 

・デジタル・ファブリケーション技術を用いた菓子製造技術の開発 

型製作を依頼する際はスケッチ図、写真、言葉による依頼方法であるため、形態が正確に伝わらない、ま

た、手作りで製作された単品ものからの型化は困難という課題がある。そこで、三次元スキャン並びに三次元

プリンタ技術を用いて、既存型から樹脂型を試作・製造し、保存（修復保存）、再利用を試みる。さらに、菓子職

人が手作業で作成した商品を型化する技術を構築し、新規型による商品開発を行う。 

・酵素利用技術を用いた新たな菓子素材の開発 

 本県は、ばれいしょをはじめ、日本一の生産量を誇るびわなど、多様な農産物が生産されているが、これら

地域資源を利用した加工食品の開発は未だ少ない状況にある。一方、平成23～25年度に取り組んだ経常研究

「県産地域資源を用いた調味料素材の開発」では、酵素利用技術を用いて水産物から調味料エキスを製造し

た。そこで本研究では、先の研究で得られた酵素利用技術を県産の果物・野菜に適用し、原料の味、風味、色

を生かした、新たな菓子づくりに利用できる食品素材（ペースト）の開発を行う。 

 新製品開発にあたっては、研究開発当初から菓子製造業者や組合と連携を図り、本県の優位な地域資源で

ある野菜・果物の素材を選定し、その菓子素材と菓子素材に適した菓子形状の開発を進める。 

２）成果の普及 

■研究成果の社会・経済への還元シナリオ 

本研究の成果を元に開発された新商品は、菓子工業組合への技術普及により、県内全域製造販売され

る。さらに、オリジナル菓子の商品開発が推進され、菓子業界だけでなく長崎の活性化が達成される。  

■研究成果による社会・経済への波及効果の見込み 

・経済効果 ： 新規商品数2／企業を目標とする。 

■年間の県内売上予想 

一商品の年間売上 60 万円 ×新商品 2 商品× 20 社 × 5 年間 ＝ 1 億2 千万円  

（研究開発の途中で見直した事項） 

 下線を付加した部分を追加。 

 



別紙２（様式2）                       研究評価の概要 

種

類 
自己評価 研究評価委員会 

 

 

事 

 

前 

（２５年度） 

評価結果 

(総合評価段階： Ｓ) 

・必 要 性 Ｓ 

 長崎の主要なお土産品として、県内全域で多数の菓

子製造業者により生菓子が製造・販売されているが、

その売り上げは年々減少傾向にあるため、商品の付

加価値を高めるための特徴的な商品開発が地域産業

から求められている。そのためには、本県の豊富な

地域資源を活用した素材開発、新規商品及び既存商

品を改良した商品を成形する菓子型開発、さらに、味・

食感測定技術による商品評価が必要となる。これら３

点の技術を確立し、新規商品開発の推進を目指す本

研究の必要性は非常に高い。 

・効 率 性 Ｓ 

工業技術センターは、調味料用エキス製造に関す

る酵素分解技術の知見、三次元プリンター及びスキャ

ナー関連技術の蓄積、さらに、ものづくり試作加工支

援センターに導入した味・食感測定機器を保有し、そ

れぞれの専門性を有した研究員、および学が連携し

て開発を行う体制であり、効率性は非常に高い。ま

た、本研究は企業ニーズに基づいているため、製造

業者と協力し推進する体制が整っている。 

・有 効 性 Ｓ 

本研究で得られる素材の開発技術、菓子型の開発

技術、さらに、商品評価技術は、菓子工業組合をとお

して企業に技術移転することが可能であり、県内全域

でオリジナル商品の開発が推進され、地域菓子製造

業者の活性化に貢献でき、また、売り上げの増加も期

待でき経済効果も大きい。 

・総合評価 Ｓ 

 県内の菓子製造業者の要望を反映した研究内容で

あり、業界が保有する伝統的な製造方法に、新たな菓

子素材や菓子型製造技術、さらに、科学的商品評価

技術が加えられ、長崎県ならではの魅力的な商品開

発へつながる課題である。産学官の連携体制も整っ

ており、菓子業界の活性化のみならず、伝統・観光産

業の振興にも貢献できる工業技術センターが取り組

むべき研究開発である。 

（２５年度） 

評価結果 

(総合評価段階： A ) 

・必 要 性  A 

県内で製造される生菓子の売上は減少傾向にあ

り、この状況を改善するために、県内生菓子業界の伝

統的な製造方法に酵素利用技術やデジタル製造技術

といった新技術を取り入れることは必要な取り組みで

ある。 

 

・効 率 性  A 

県内の生菓子製造業者との連携が計画されてお

り、効率的な研究開発が行われると期待される。各研

究項目の目標をより明確にして、効率性を高めてほし

い。 

 

・有 効 性  B 

酵素を利用した新素材開発など、提案されている開

発に成功して、それらを用いた新商品を開発したとし

ても、そのことによって想定している生菓子の売上向

上（５年間で１億２千万円）を達成できるかは疑問であ

る。売れる商品づくりのために不足している要素を付

加し、有効性を高めること。 

 

・総合評価  A 

県内の生菓子製造業者から技術開発についての要

望があり、研究の必要性は認められる。早い段階から

生菓子製造業者と緊密な連携をとって効率的に研究

を進め、商品開発に長けた人物の意見を聞くなどし

て、売れる商品づくりを目指してほしい。 

 対応 対応 

・ 味、香り、食感、色を保持する素材開発、精細、新

規、既存再利用、破損修復を実現する菓子型開発、

味覚、食感、色、香、音の数値による評価を各研究

項目の目標とする。 

・ 市場性の高い菓子製品開発を行うため、研究開発

当初から菓子製造業者や組合と連携を図り、本県

の優位な地域資源である野菜・果物の素材を選定



し、その菓子素材と菓子素材に適した菓子形状の

開発を進める。 

 

 

途 

 

中 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 

 

 

事 

 

後 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 



■総合評価の段階 
平成２０年度以降 
（事前評価） 

Ｓ＝積極的に推進すべきである 
Ａ＝概ね妥当である 
Ｂ＝計画の再検討が必要である 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげており、継続すべきである 
Ａ＝計画どおり進捗しており、継続することは妥当である 
Ｂ＝研究費の減額も含め、研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究を中止すべきである 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげた 
Ａ＝概ね計画を達成した 
Ｂ＝一部に成果があった 
Ｃ＝成果が認められなかった 

 
平成１９年度 
（事前評価） 

Ｓ＝着実に実施すべき研究 
Ａ＝問題点を解決し、効果的、効率的な実施が求められる研究 
Ｂ＝研究内容、計画、推進体制等の見直しが求められる研究 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画を上回る実績を上げており、今後も着実な推進が適当である 
Ａ＝計画達成に向け積極的な推進が必要である 
Ｂ＝研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究費の減額又は停止が適当である 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の研究の進展があった 
Ａ＝計画どおり研究が進展した 
Ｂ＝計画どおりではなかったが一応の進展があった 
Ｃ＝十分な進展があったとは言い難い 

 
平成１８年度 
（事前評価） 

１：不適当であり採択すべきでない。 
２：大幅な見直しが必要である。 
３：一部見直しが必要である。 
４：概ね適当であり採択してよい。 
５：適当であり是非採択すべきである。 

（途中評価） 
１：全体的な進捗の遅れ、または今後の成果の可能性も無く、中止すべき。 
２：一部を除き、進捗遅れや問題点が多く、大幅な見直しが必要である。 
３：一部の進捗遅れ、または問題点があり、一部見直しが必要である。 
４：概ね計画どおりであり、このまま推進。 
５：計画以上の進捗状況であり、このまま推進。 

（事後評価） 
１：計画時の成果が達成できておらず、今後の発展性も見込めない。 
２：計画時の成果が一部を除き達成できておらず、発展的な課題の検討にあたっては熟慮が必要である。 
３：計画時の成果が一部達成できておらず、発展的な課題の検討については注意が必要である。 
４：概ね計画時の成果が得られており、必要であれば発展的課題の検討も可。 
５：計画時以上の成果が得られており、必要により発展的な課題の推進も可。 
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